
農
業
経
営
に
関
す
る
金
融
上
の
措
置
の
改
善
の
た
め
の
農
業
改
良
資
金
助
成
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す

る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
公
的
資
金
及
び
民
間
資
金
を
有
効
に
活
用
し
つ
つ
、
農
業
経
営
の
改
善
を
図
る
際
に
必

要
と
な
る
資
金
が
円
滑
に
融
通
さ
れ
る
よ
う
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

公
的
資
金
及
び
民
間
資
金
を
有
効
に
活
用
し
た
農
業
経
営
に
関
す
る
金
融
上
の
措
置
は
、
農
業
者
等
の
自
主
的
な
判
断
を

尊
重
し
た
重
要
な
支
援
措
置
で
あ
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
、
使
い
や
す
さ
、
分
か
り
や
す
さ
を
旨
と
し
て
、
制
度
の
運
用

に
当
た
る
こ
と
。
特
に
、
無
利
子
資
金
に
対
す
る
需
要
の
増
大
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
借
入
れ
に
際
し
様
々
な

制
約
が
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
利
用
者
に
と
っ
て
借
り
や
す
い
環
境
整
備
を
図
る
こ
と
。

二

新
制
度
が
十
分
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
農
業
者
、
都
道
府
県
、
関
係
金
融
機
関
等
に
対
し
、
制
度
改
正
の
趣
旨
及
び
内
容

の
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

ま
た
、
農
業
経
営
に
必
要
な
農
業
者
の
資
金
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
的
確
か
つ
円
滑
に
融
通
さ
れ
る
と
と
も
に
、
資
金
融
通
後

に
お
い
て
着
実
な
経
営
改
善
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
普
及
指
導
セ
ン
タ
ー
等
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
機
関
の
緊
密
な
連
携
に
よ

る
支
援
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
。



三

見
直
し
後
の
農
業
改
良
資
金
の
貸
付
け
に
当
た
っ
て
は
、
貸
付
主
体
と
な
る
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
及
び
沖
縄
振

興
開
発
金
融
公
庫
（
以
下
「
公
庫
」
と
い
う
。
）
並
び
に
農
業
改
良
措
置
の
認
定
主
体
で
あ
る
都
道
府
県
に
よ
る
緊
密
な
連

携
体
制
を
構
築
し
、
借
入
れ
窓
口
等
に
お
い
て
農
業
者
等
に
と
っ
て
親
身
に
な
っ
た
対
応
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
相
談
・
窓

口
の
充
実
を
図
る
な
ど
農
業
者
等
の
資
金
需
要
へ
き
め
細
や
か
に
対
応
す
る
こ
と
。

ま
た
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
貸
付
金
の
償
還
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
公
庫
が
そ

の
償
還
金
の
支
払
い
の
猶
予
を
行
う
よ
う
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

農
業
改
良
資
金
に
お
け
る
担
保
・
保
証
人
の
義
務
付
け
の
廃
止
は
、
借
入
れ
に
対
し
て
相
当
の
改
善
に
な
る
も
の
の
、
そ

れ
に
見
合
う
だ
け
の
経
営
資
料
の
整
備
等
の
諸
条
件
が
加
え
ら
れ
る
懸
念
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
借
入
れ
に
係
る
諸
手
続
及

び
書
類
作
成
の
面
で
も
改
善
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
特
段
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。

五

「
当
分
の
間
」
実
施
す
る
と
さ
れ
て
い
る
担
い
手
育
成
農
地
集
積
資
金
に
つ
い
て
は
、
食
料
自
給
率
向
上
に
資
す
る
農
用

地
の
改
良
又
は
造
成
の
推
進
に
果
た
し
て
き
た
役
割
を
検
証
し
、
制
度
上
の
位
置
付
け
の
明
確
化
に
向
け
た
検
討
を
進
め

る
こ
と
。

六

銀
行
等
を
融
資
保
険
の
対
象
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
融
資
額
に
伴
う
交
付
金
負
担
を
適
切
な
も
の
と
し
、
そ
の
た
め



の
規
程
の
整
備
を
行
う
な
ど
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
の
事
業
運
営
に
い
さ
さ
か
も
影
響
を
与
え
な
い
よ
う

に
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

七

農
業
関
係
者
に
対
す
る
信
用
保
証
保
険
制
度
等
に
つ
い
て
は
、
今
後
よ
り
一
層
、
農
業
特
有
の
リ
ス
ク
に
も
配
慮
し
つ
つ
、

事
業
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
や
利
用
者
の
利
便
性
向
上
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
関
係
省
庁
が
一
体
と
な
っ
て
、
制
度

相
互
間
の
連
携
の
強
化
な
ど
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

八

農
林
漁
業
者
の
所
得
の
増
大
を
図
る
観
点
か
ら
、
農
林
水
産
物
に
係
る
地
産
地
消
や
販
路
拡
大
、
付
加
価
値
向
上
な
ど
の

取
組
を
強
化
す
る
た
め
、
制
度
金
融
の
更
な
る
充
実
・
強
化
を
図
る
こ
と
。
そ
の
際
、
無
利
子
資
金
で
あ
る
林
業
・
木
材

産
業
改
善
資
金
、
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
利
用
者
の
利
便
性
の
観
点
か
ら
、
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

参
議
院
農
林
水
産
委
員
会

提
出
会
派

民
主
党
・
新
緑
風
会
・
国
民
新
・
日
本
、

自
由
民
主
党
・
改
革
ク
ラ
ブ
、
公
明
党
、

日
本
共
産
党

<

委
員
会
構
成
全
会
派>

賛
否

全
会
一
致


